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2022 年度国家予算案：PartⅡは Finance Bill 2021 で提案された改正を取り上げる。 
これらは予算案スピーチで取り上げられず、「マレーシア 2022 年度国家予算案 ハイラ

イト：PartⅠ」に掲載しなかったものである。 
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1 億 RM を超える課税所得に対して 33%の Cukai Makmur を課すこと、マレーシア居住者

がマレーシアで受け取る国外源泉所得に対する免税措置を廃止すること及びその他の変

更により、納税者は、月次納付の過少見積によるペナルティを避けるために、賦課年度

2022 年の納税額を再見積する必要がある。  
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国外源泉所得の非課税措置の廃止に関する特別解説 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

マレーシアで受け取った国外源泉所得（FSI）への課税  
 
現在、マレーシアは領土ベースの税制を採用しており、マレーシアで発生した、あるいはマレーシアに

由来する所得のみがマレーシアの所得税の対象となる。マレーシア国外から発生し、マレーシアで受領

した所得は非課税となる。ただし、銀行業、保険業、海上・航空輸送業を営む居住者企業は例外で、全

世界の所得に対して課税される。 
 
改正案 

FSIに対する免税措置は、非マレーシア居住者のみに限定することが提案された。   

 

移行措置として、2022年1月1日から2022年6月30日までにマレーシアで受け取ったFSIには、グロスベー

スで3％の税金がかかることが提案された。2022年7月1日以降にマレーシアで受け取ったFSIは、現行の所

得税率に基づいて課税される。  

 

発効：2022年1月1日  

 

コメント 

最近、マレーシアが欧州連合（EU）のグレーリストに掲載され、マレーシアの領土源泉課税制度が有害
であると考えられていることを考えると、2022 年度国家予算案でのこの提案は全くの驚きではない。し
かし、EU が懸念しているのは、そのような税制が二重非課税の状況を生み出している場合のみであるた
め、配当金などの所得は控除の対象にはならず、問題にはならない。とはいえ、Finance Bill 2021 で
は、マレーシアで受け取った海外配当を含むあらゆる種類の FSI が対象となっているようである。 
 

企業への影響 

マレーシアの居住者である企業が海外の子会社から受け取る配当金は、2022 年 1 月 1 日以降、マレーシ
アで課税されることになる。課された外国の配当金源泉税は、マレーシアの納税額から控除される。一
部の租税条約では、配当金が支払われた所得に関して子会社が支払った海外の税金を控除の一部とする
ことが認められている。もう一つの一般的な状況は、マレーシア国外の借り手に貸し付けたお金の利子
（グループ内の貸し付けを含む）が、送金時に課税されることである。また、マレーシア国外での事業
の利益（特に支店の利益）を送金すると、支払った海外の税金を考慮した上でマレーシアの税金が課さ
れる。全体として、マレーシアの税金が外国の税金よりも高い場合、追加の上乗せ税が発生する。  
 

市井の人々への影響 
よくあるケースとしては、マレーシアの納税者がマレーシア国外（このシナリオではシンガポール）に
ある不動産から得た賃貸収入がある。この収入は FSI であり、現在のところマレーシアでは課税されな
い。来年の 2022 年 1 月 1 日からは、マレーシアに送金された所得が課税されることになる。この場合、
両国には課税権がある。同一の賃貸料に対する二重課税を避けるため、居住国であるマレーシアは、支
払うべきマレーシアの税金に対して、シンガポールで支払った税金を考慮した所定の計算式に基づいて
外国税額控除を行う。しかし、マレーシアの居住者である家主は、マレーシア政府に税金の純額を支払
う必要がある。 
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Highlights of Budget 2022 – Part I | Tax Espresso (Special Edition) 

また、ジョホールバルに住んでいるマレーシア人が、仕事のために毎日シンガポールに通勤しているよ
うなケースもよくある。彼らは、シンガポールの雇用主から給与を受け取っている。タイブレークルー
ルでは、彼らの永住権がジョホールバルにあることから、マレーシアの納税者となる。2022 年 1 月 1 日
以前であれば、マレーシアの税金を支払うことなく、給与をマレーシアに送金することができる。新ル
ールでは、彼らの送金はマレーシアの税金の対象となる。シンガポールで支払った税金は、相殺するこ
とができる。しかし、純追加税を上乗せしてマレーシアの税務当局に支払う必要がある。 
 
"received "の意味 
received とはどういう意味か？マレーシアでは受け取っていない FSI は課税されない。ガイダンスの発
行が予定されているが、一般的には、FSI がマレーシアで受領されたとみなされるのは、その所得がマレ
ーシアに送金された場合、またはマレーシアに持ち込まれた場合である。関連する資金がマレーシアの
銀行口座に送金されたり、小切手、郵便為替、または現金の形でマレーシアに持ち込まれた場合は、こ
の基準を満たすことになる。  
 
計画 
早急に行うべきことは、FSI（これまであまり注目されていなかったかもしれない）の特定、受け取りの
タイミング、税額控除の有無を考慮した上での増額分の納税額の確認である。これは、12 月 31 日を決
算日とする企業にとっては、賦課年度 2022 年の納税額の見積もりを提出する期限が迫っているため、特

に重要である。今後、企業は、現地での商取引に必要な FSI の本国送金のタイミングを計画する際に、
潜在的な税金の影響を考慮する必要がある。 
 
留意点 
海外からの配当金、海外支店の利益、海外からのサービス収入など、特定の所得が引き続き免除される

ことを期待している。多くの国では、外国からの配当金には課税しないという免除ルールがある。国際
的な慣行との整合性を重視するのであれば、利息やロイヤルティなど、租税裁定を生み出す受動的所得
に焦点を当てるべきである。徴税の強化については、すべての種類の FSI を広く取り入れることで、短
期的には効果があるかもしれないが、マレーシアの競争力に与える長期的な影響を考慮する必要があ
る。  
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法人税  

PENJANA による特別再投資控除の延長 
 
現在、PENJANA による特別再投資控除（Reinvestment 
Allowance 、RA）が提供されており、15 年間の RA 資格

期間が賦課年度 2019 年または 2020 年に終了した企業、

または賦課年度 2021 年に終了する企業は、賦課年度

2022 年まで RA を継続して請求することができる。 
 
改正案 

賦課年度 2020 年から 2022 年の間に特別 RA 期間が終了

するマレーシアの既存企業に対して、特別 RA を賦課年

度 2024 年までさらに 2 年間延長することが提案され

た。  
 
また、賦課年度 2022 年または 2023 年に RA の資格を失

効する企業は、賦課年度 2024 年まで RA を請求する権利

を有することが提案された。  
 
企業の RA 資格が終

了する賦課年度 
資本支出が特別 RA の対象

となる賦課年度 

2019 年以前 2020 年、2021 年、2022
年、2023 年、2024 年 

2020年 2021 年、2022 年、2023
年、2024 年 

2021年 2022 年、2023 年、2024 年 

2022年 2023 年、2024 年 

2023年 2024年 
 
発効:賦課年度 2022 年 

PENJANA による未使用の特別 RA の繰越期限 
 
改正案 

PENJANA の特別 RA（2020 年から 2024 年まで）のうち、

2024 年までに利用されなかったものは、最大で 7 年連続

した賦課年度に繰り越すことができることが提案され

た。 
 
したがって、賦課年度 2024 年に PENJANA の特別 RA の

期間が終了した企業は、賦課年度 2025 年から 2031 年ま

で未使用の RA を繰り越すことができる。  
 
賦課年度 2031 年より後の未使用の RA は無効となる。   
  
発効:賦課年度 2022 年 

有限責任組合が支払うべき税金の見積もりを提出しなか

った場合  
 
現在、会社、信託団体、協同組合は、見積書が提出され

ておらず、内国歳入庁長官（DGIR）から分割払いの指示

を受けていない場合、賦課年度の納税額の 10％のペナル

ティが課される。 
 
改正案 

賦課年度の納税額に対する 10％のペナルティは、見積書

が提出されず、DGIR による指示がない場合、有限責任組

合にも課されることが提案された。  
 
発効:賦課年度 2022 年 
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タカフル事業：株主基金の調整利益    
 
現在、株主基金が家族タカフル事業に関連して受け取る

代理人費用（Wakala Fee）は、株主基金の課税所得とは

ならない。これに伴い、家族タカフル基金に関連する代

理人費用のために発生した費用は、税務上の控除が認め

られていない。  
 
改正案 

株主基金が家族タカフル事業に関連して受け取った代理

人費用は、株主基金の課税所得とすることが提案され

た。家族タカフル事業の管理費、支払手数料、割引は、

課税対象となる代理人費用に関連して発生した範囲内

で、税務上の控除が認められる。  

 
発効:賦課年度2022年 
 
コメント 
これは、家族タカフル事業の株主基金の課税方法が大き
く変わることを意味している。これは、従来の生命保険
における株主基金の税務処理とは異なるものである。ビ
ジネスの観点から見ると、ワカラモデルの株主基金は家
族基金のビジネスを管理するための事業を事実上行って
いることから、課税されるべきものであることが認めら
れている。   
 
家族タカフル企業は、この変更を考慮に入れて、税金の
見積もりや税金の引当金を見直す必要がある。また、代
理人費用が管理費と完全に相殺されると考えるべきでは
ない。管理費の損金算入は、通常の税務上の損金算入の
原則である、事業総収入の中で発生したものであること
が前提となる。   

タカフル事業：株主基金の資本控除 
 
現在、1967年所得税法スケジュール3のキャピタル

アローワンス（CA）は、株主基金の法定所得を算出

する際に控除することができない。これは、従来の

保険会社が資産（例えば有形固定資産）を生命保険

会社や一般保険会社が所有・利用しているのとは異

なり、株主基金がタカフル事業の資産の所有者であ

り運営者であることを問題視したものである。  
 
改正案 

タカフル企業の株主基金は、事業の法定所得を算出

する際にCAを適用することができると提案された。 
 
CAの範囲:  

 新規資産（2022年1月1日以降）の場合  
CAは株主基金のもとでのみ認められる。  
 

 既存資産の場合  

現行および繰越されたCAは、家族または一般タ

カフル基金の下でのみ控除が認められる。前年

の賦課年度で請求されていない既存資産のCA
は、家族または一般タカフル基金の下でのみ請

求することができる。  
 
発効:賦課年度2022年 
 
コメント 
これは、タカフル業界にとって歓迎すべき変更であ
り、事業に使用される資産の資本支出に対する税の
軽減が図られることになる。この変更により、1967
年所得税法セクション 60AA が導入されて以来、タ
カフル企業から資本控除を奪っていた税法上の不都
合がようやく解消されることになる。  
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有価証券、スクーク、債券の利息の免除 
 
スケジュール6のパラグラフ33Aにおいて、マレーシ

アに居住していない企業に支払われた利息（マレー

シアの事業所に発生した利息を除く）は、政府が発

行した証券、またはマレーシア・リンギットで発行

されたスクークや債券（転換社債型新株予約権付社

債を除く）に関するもので、証券委員会（SC）によ

って承認・認可されたもの、またはSCに提出された

ものであれば、所得税が免除される。 
 
スケジュール6のパラグラフ33Bは、マレーシアを起

源とするスクーク（転換社債型新株予約権付社債を

除く）に関して、いかなる者に支払われた利息であ

れ免除する。ただし、スクークがマレーシア・リン

ギット以外の通貨で発行され、かつ、SCによって承

認・認可されているまたはラブアン金融サービス局

（LFSA）によって承認されている場合に限る。 
 
1967年所得税法セクション2(4)により、上記の免除

は、同一グループ内の企業に支払われた利息につい

ては適用されない。 
 
改正案 

上記の両段落は、利息を受け取る企業と特別目的事

業体（SPV）を設立した者が同一グループにいる場

合、SCに認可された、またはLFSAによって承認され

た資産担保証券の発行により、SPVが会社に支払った

利息を免除対象から除外するように修正されるもの

である。 
 
本改正において、SPVとは、 「2016年会社法に基づき

設立された会社、または1990年ラブアン会社法に基

づき設立された会社であって、LBATA第3 A条に基づ

き選任され、かつ、専らSCに提出され又はLFSAによ

り承認された証券化取引における資産担保証券のた

めのスクークまたは債券の発行を目的として設立さ

れた会社」 と定義されている。 

 
発効:2022年1月1日以降のSCの認可またはLFSAからの

承認 
 
コメント 
今回の改正案は、過年度に改正されたものと同様
に、同一グループ内の企業をパラグラフ 33A および
33B の免除対象から除外するものである。  資産担保
証券における SPV の性質が発行者と同一グループに
属していないという性質を考慮して、この改正は以
前の潜在的な抜け穴を閉じることを意図している。  

企業が居住者である個人の代理人、ディーラー、販売店

に支払う際の源泉徴収税 
 
改正案 

(a) 源泉徴収税の必要性  
企業が居住者である個人に対して、その個人が企業

の公認代理店、ディーラー、またはディストリビュ

ーターとして行った販売、取引、または計画に起因

する金銭形式の支払いを行う義務がある場合、企業

はそのような支払いまたは入金の際に、総額の2％
の税率で源泉徴収しなければならない。  

 

金銭的な支払いに対する2％の源泉徴収税は、直前

の賦課年度にその個人が企業から受け取った支払い

（金銭的なものであれ、その他のものであれ）の合

計額がRM100,000を超える場合に適用される。  
 

企業は、当該個人への支払い後30日以内に、源泉税

を控除してDGIRに送金しなければならない。企業が

源泉税を控除してDGIRに送金しなかった場合、未払

税金に対して10％のペナルティが課される。  

 
一方、DGIRに控除・送金された2％の源泉徴収税

は、賦課年度にその個人が支払うべき税金と相殺す

ることができる。 

 
(b) 源泉徴収税の不遵守   

10％のペナルティに加えて、本来支払うべき源泉税

の支払いとDGIRが課す遅延支払ペナルティを履行し

ない限り、企業はその個人に支払った金額に対する

税額控除を請求することができない。上記にかかわ

らず、企業は政府に対する債務として、源泉徴収税

とペナルティを支払う義務がある。税額控除を請求

したにもかかわらず、源泉税とペナルティを確定申

告書の提出期限後に支払った場合、DGIRは不正確な

申告書の提出または不正確な情報の提供を理由に、

1967年所得税法セクション11条(2)に基づいてさらな

るペナルティを課すことができる。 
 
発効：(a) 2022年1月1日  
 (b) 賦課年度 2022年 
 
コメント  
内国歳入庁(IRB)は、コンプライアンス強化に関する更な
る明確化を行い、源泉税支払いのための新しい所定のフ
ォームを発行すると思われる。しかしながら、例えば、
IRB の承認を前提とした正式な申請が必要かどうか、あ
るいは、個人の ITRF を更新して、納付すべき税額の計
算に直接入力できるようにするかどうかなど、納付すべ
き税額と相殺される源泉徴収税を個人がどの程度容易に
利用できるかは不明である。 
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優遇税制  

「研究開発企業」および「研究開発受託企業」の定義  
 
現在、1986年投資促進法セクション2の「研究開発企

業」および「研究開発受託企業」の定義には、研究開発

系企業として国際貿易産業大臣の承認が必要であるとは

記載されていない。 
 
改正案 
上記の定義は改正され、今後は国際貿易産業大臣による

研究開発系企業としての承認を受ける必要性がある。 
 
上記の改正前の定義に該当する既存の「研究開発企業」

または「研究開発受託企業」は、2022年1月1日から2022
年6月30日までの6カ月間の猶予期間中、引き続き「研究

開発企業」または「研究開発受託企業」となる。 
 
猶予期間後に新定義に基づく「研究開発企業」または

「研究開発受託企業」になろうとする場合は、会社の意

向を記載した通知書を大臣の検討用に作成しなければな

らない。  
 
猶予期間が満了し、会社が大臣への届出を行わなかった

場合、その会社は直ちに定義に該当しなくなるものとす

る。  

 
発効：2022年1月1日 
 

 

研究開発系企業としての承認申請 
 
改正案 

「研究開発企業」または「研究開発受託企業」が、国際

貿易産業大臣によって研究開発系企業として承認される

ことを要件とする案に沿って、1986年投資促進法に以下

の内容の新規定を挿入する。 

 
 企業は、研究開発系企業となるために、国際貿易産

業大臣に書面で申請しなければならず、その際、大

臣が申請に対して課した前提条件を満たす必要があ

る。  

 研究開発のステータスは、連続5年間与えられる。

この期間は、国際貿易産業大臣の承認を得て、さら

に5年間延長することができる。 

 国際貿易産業大臣は、財務大臣とともに、承認の条

件を課し、変更することができる。 

 企業が承認条件を遵守しない場合、国際貿易産業大

臣は書面による通知により、30日以内にその不履行

を是正するか、不履行の原因が会社のコントロール

できる範囲外であることを証明するよう企業に要求

する。通知に従わない場合は、承認が取り消される

可能性がある。 

 企業は、国際貿易産業大臣の承認を得て、研究開発

のステータスについて、理由を付して放棄の申請を

することができる。 
 
発効：2022年1月1日  
 

 



Highlights of Budget 2022 – Part II | Tax Espresso (Special Edition)        9 

 
 

 

個人所得税 

医療費に対する所得控除の範囲の拡大 
 
現在、居住者である個人納税者は、健康診断費用につい

て RM1,000 までの所得控除ができる。この所得控除は医

療費に対する RM8,000 までの税額控除に含まれる。 
 
改正案 

RM1,000 までの健康診断費用の範囲を拡大し、以下の費

用を含めることが提案された。 
 
(a) 病院又はマレーシア医師会に登録された医療従事者

が実施した COVID-19 検査、又は COVID-19 自己検査

キットを購入し、その領収書で証明されたもの 
 

(b) 以下によるメンタルヘルス関連の検査、相談費用 
(i) 2001 年メンタルヘルス法（Act 615）に基づきマ

レーシア医師会に登録された精神科医 
(ii) 2016 年 the Allied Health Professions 法 (Act 774)に

基づき、the Malaysian Allied Health Professions 
Council に登録された臨床心理士 

(iii) 1998 年カウンセラー法（Act 580）に基づき、マ

レーシアカウンセラー委員会に登録されたカウ

ンセラー 
 
発効：(a) 賦課年度 2021年  
 (b) 賦課年度 2022年 
 

携帯電話、パソコン及びタブレットの購入に対する所得

控除の延長 
 
居住者である個人納税者は、2020 年 6 月 1 日から 12 月

31 日までの間に納税者、配偶者又は子供のために購入し

たパソコン、スマートフォン又はタブレット費用に対し

て最大 RM2,500 の所得控除が認められる。 
 
改正案 

この所得控除は 2021 年 1 月 1 日から 2022 年 12 月 31 日

までの購入にまで延長することが提案された。 
 
発効:賦課年度 2021 年及び 2022 年  
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電気自動車（EV）の充電設備の設置、レンタル、購入又

はサブスクリプション費用に対する所得控除 
 
改正案 

国内電気自動車(EV)産業の発展を支援するために、居住

者の個人納税者は以下の費用に対して最大 RM2,500 の所

得控除が提案された。 
 
a) EV の充電設備の設置。 
b) EV の充電設備のレンタル。 
c) EV の充電設備の購入費用（割賦を含む） 
d) EV の充電設備のサブスクリプション 

 
ビジネス目的の場合は適用されない。  
 
発効:賦課年度 2022 年及び 2023 年 
 

従業員積立拠出基金（EPF）に対する所得控除の範囲の

拡大 
 
現在、居住者の個人納税者は以下に示すとおり、EPF、
タカフル、生命保険のような承認された基金への義務的

支払いについて所得控除ができる。 
拠出タイプ 所得控除 

生命保険料又はタカフルの保険料 RM3,000 まで 

民間退職年金制度（PRS）を除く承

認された制度への支払い又は法律

に基づく支払い 

RM4,000 まで 

合計 RM7,000 まで 

 
EPF 拠出が義務づけられていない年金受給者である公務

員は、生命保険料又はタカフルの保険料支払いに対し

て、最大 RM7,000 の所得控除ができる。 
 
改正案 

EPF 拠出に対する所得控除について、以下に対しても認

めることが提案された。 
 
(i) 1991 年 EPF 法に基づく自営業者の任意拠出金  
(ii) 1980 年年金法第 2 条に基づく年金受給者による

任意拠出金 
 
発効:賦課年度 2022 年 
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        不動産譲渡益税(RPGT)  
 
 

 

 

  

購入者による代金保留義務額の見直し  
 
現在、課税対象資産の売却者がマレーシアで設立された

会社、または1966年協会法(Societies Act 1966)*に基づい

て登録された信託や協会の受託者であり、対価の全部ま

たは一部が金銭である場合、購入者は売却日から60日以

内に売却者から非課税通知が提供されない限り、その金

銭の全額または対価の総額の3％を超えない金額のいずれ

か低い方を保留しなければならない(保留金)。当該金額

は売却日から60日以内にIRBに納付しなければならない。 
 
* Note:  

“1966年協会法に基づいて登録された協会”は2022年1
月1日から“マレーシアの何らかの成文法に基いて登録

された社団” に置き換えられる。 

 
改正案 
売却者が上記のカテゴリーに属し、取得日から3年以内に

売却を行う場合、対価の総額に対する割合を3％から5％
に引き上げることが提案された(保留金はその全額または

対価の総額の5％を超えない金額のいずれか低い方とす

る)。  

 
発効: 2022年1月1日 

 
コメント:  
取得日から3年以内に課税対象資産を売却した場合に適用
されるRPGT税率は、最高で課税利益の30％となる。保留
金額の2％増（5％-3％）の提案は、現行の規定で売却者
が支払うべき税金と比較して、保留金額が低いことが原
因と考えられる。  
 
3年前に取得した課税対象資産（例：不動産）については
30％の税率が適用されるが、特にCOVID-19のパンデミッ
クが長期化した中では売却益が非常に小さくなることか
ら、対価の総額に5％が適用される保留金額の増加はそれ

が還付となる可能性がある。 
 
 

控除できない損失の拡大 
 
現在、1976年Real Property Gains Tax ActのSchedule 2の34A
項に規定する不動産会社の株式の売却による損失は、そ

の売却が行われた賦課年度の課税利益合計から控除でき

ない。 

 

改正案 

控除できない損失について、1976年Real Property Gains 
Tax ActのSchedule 2の(3)(1)(b)項に基づき、会社に譲渡し

た課税資産の対価として取得した株式を売却した場合

(売却価格と取得価格が等しいとみなされる取引)にも拡

大することが提案された。 
 
発効: 2022年1月1日 

 
コメント:  

この改正は、1976年Real Property Gains Tax ActのSchedule 
2の34項（被支配会社への資産の移転）および34A項（不
動産会社の株式の取得および売却）に基づいて取得した
株式の売却から生じる損失に対する取扱いを同一にする
ことを目的としている。  
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売却価格と取得価格が等しいとみなされる取引の範

囲拡大 
 
現行では、以下の者が所有する課金対象資産の譲渡を

含む取引において、取引対価が会社の株式、または大

部分が株式で残りが現金であるものについて、課金対

象資産の売却価格はその取得価格と同額とみなされる

(すなわち、RPGTの損益は発生しない)。 

i) 個人  
ⅱ)個人の妻 
ⅲ)個人と妻または関係者 

 
が、以下の者に支配される会社(マレーシア居住者か

否かを問わない)に売却する取引。 
 

i) 個人 

ii) 個人の妻、または  

iii) 個人と妻または関係者  
 
 
改正案 
上記の取引の範囲を拡大し、以下の者の代理人または

信託受託者が所有する資産の譲渡で、取引対価が会社

の株式、または大部分が株式で残りが現金であるもの

も含めることが提案された。  

i) 個人 

ii) 個人の妻、または  

iii) その両方  

 
が、以下の者に支配される会社(マレーシア居住者か

否かを問わない)に売却する取引。 
 

i) 個人 

ii) 個人の妻 

iii) 個人と妻または関係者 

iv) 個人、個人の妻、またはその両方の代理人または

信託受託者  

 
 
発効: 2022年1月1日 
 
コメント:  

今回の改正案では、売却価格が取得価格と等しいとみ
なされる取引の範囲を拡大し、個人、個人の妻、また
はその両方の代理人または信託受託者が、個人、個人
の妻、またはその両方の代理人または信託受託者が支
配する会社に課税対象資産を売却する取引を含めるこ
ととした。 

社団に対する不動産譲渡益税(RPGT)の税率 
 
現在、売却者がマレーシアで設立された会社、または

1966年協会法に基づいて登録された信託や協会の受託者

である場合、1976年Real Property Gains Tax ActのSchedule 
5のPart IIに基づく以下のRPGT税率が課税対象資産の売却

益に課される。 
 
売却時期 税率 

3 年以内 30% 
4 年目 20% 
5 年目 15% 
6 年目以降 10% 

 
改正案 
「1966 年協会法に基づいて登録された協会」という言

葉を「マレーシアの何らかの成文法に基いて登録された

社団」に置き換えることが提案された。社団とは、法人

格を持たない人の団体（会社ではない）と定義され、ヒ

ンドゥー教共同家族を含むが、パートナーシップは含ま

ない。  

 
発効: 2022年1月1日 
 
コメント: 

改正案はSchedule 5のPart IIを拡大して、クラブ、協会、
労働組合などのあらゆる団体を対象とするもので、6年
目以降の売却には10％のRPGTが課せられる。  
 
これらはSchedule 5のPart Iに基づくRPGTが適用されてい
たが、2021年財務法案(Finance Bill 2021)では、2022年1
月1日から6年目以降の売却に対するRPGT税率を0％にす
ることが提案された（現行RPGT税率5％）。 
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RPGT およびペナルティ未納付でのマレーシア出国  
 
現在、RPGTの納付をせずに自発的にマレーシアを離れた

り、離れようとしたりした者は違反者となり、有罪判決

を受けた場合は以下の懲罰を負うことになる。 

- 2年以下の禁固刑、または 

- RM5,000以下の罰金、またはその両方 
 
改正案 
違反の範囲が拡大され、マレーシアを離れる前に、1976
年RPGT法に基づいて納付べき金額または債務を納付しな

かった場合も含むこととする。  

 

また、同様の違反行為に対して1967年所得税法に基づい

て課される罰金に合わせるために、最高罰金額を

RM5,000からRM20,000に引き上げることが提案された。 
 
発効: 2022年1月1日 

 
コメント: 

この範囲拡大には以下が含まれる。 
a) RPGT納付遅延に対する罰金の未納付 
b) 購入者による保留金の未納付 
c) 購入者による保留金納付遅延に対する罰金の未納付  
 
 

個人による一部株式売却に対する免税決定の算式
Formula to determine exemption for partial disposal of 
shares by an individual  
 
現在、個人が課税対象資産を売却した場合、RM10,000ま
たは課税対象利益の10％のいずれか大きい方の金額が免

税となる。課税対象資産が部分的に売却された場合、そ

の売却に関して認められる免税額は、所定の計算式に基

づいて算出される。しかし、この計算式では1976年Real 
Property Gains Tax ActのSchedule 2の第34項（被支配会社

への資産移転のために取得した株式）または第34A項
（不動産会社の株式）に基づく株式の 売却から発生す

る課税対象利益は考慮されていない。 

  

改正案 

株式の一部を売却した場合の免税額を確認するために、

以下のような新しい計算式が設けられた。 
𝐴

𝐵
 𝑥 𝐶 

 
A   Schedule 2の第34項または第34A項に基づき売却され

た課税対象資産とみなされる株式数 

B   Schedule 2の第34項または第34A項に基づき課税対象

資産とみなされる株式に関連して、課税対象資産と

みなされる発行済み株式総数 

C   10,000 
 
または課税対象利益の10%のどちらか大きい額 
 
発効: 2022 年 1 月 1 日 
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印紙税  

 

 

  免税文書の裏書手数料 
 
現在、印紙税徴収官が印紙税課税対象ではない文書に裏

書証明する場合、手数料はかからない。 

 

改正案 

文書の印紙税免税額がRM10を超える場合、当該文書を印

紙税徴収官に持参した者は印紙税徴収官に対し、当該文

書が印紙税免税である旨を裏書証明する手数料RM10を支

払うことが提案された。 
 
発効: 2022年1月1日 

 

誤評価に基づく印紙税の還付  
 
現在、高等裁判所が印紙税徴収官の賦課または追加賦課

に誤りがあると結論づけた場合、誤った賦課に基づき、

またはその結果として支払われた過剰な印紙税と罰金

は、高等裁判所によって還付するよう命じられる。 

 

改正案 

賦課が「最終的かつ決定的」になった場合を除き、印紙

税徴収官は誤った評価に基づいて支払われた超過印紙税

や罰金を還付する義務はない旨が提案された。以下の場

合、賦課は「最終的かつ決定的」となる。 
 

(a) 印紙税徴収官の書面による決定通知の日から 21 日

以内に、賦課に対する有効な不服申し立ての通知

が高等裁判所に提出されていない場合。 
(b) 賦課が不服申立てにより決定され、さらなる不服

申立ての権利がない場合、または  
(c) 賦課に対する有効な不服申立て通知がなされた

が、高等裁判所による審理が開始または完了する

前に不服申立てた者が死亡し、死亡した者の遺産

の個人的代理人が、死亡後 2 年以内に高等裁判所

に審理の続行または完了を申請しなかった場合。 
 
発効：2022 年 1 月 1 日 
 
コメント  
修正案では、印紙税の還付は、すべての不服申立て手段

が尽くされた後に、不服申立てが納税者に有利な結論に
達した場合にのみ行われることを明確にしようとしてい
る。これは、印紙税徴収官が下級裁判所の判決に同意で
きない場合、控訴裁判所や連邦裁判所に控訴する可能性
を考慮したものである。 

汚損または誤用された印紙の交換 
 
現在、汚損または誤用された印紙の交換は、以下から12
か月以内に申請しなければならない。 
 

(a) 印紙が汚損または使用不能になった時 

(b) 文書が執行された日 

(c) 日付なしの文書で最初のまたは唯一の執行者が当

該文書を執行した日  
 
改正案 

上記12か月間は24か月に延長することが提案された。 
 
発効: 2022年1月1日 
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電子媒体による審査・返金の申請 
 
現在、印紙税徴収官は、電子媒体により、登録されている

人が文書を印紙税徴収官に提示することなく、以下のこと

を許可している。 
 
(a) 文書に対する印紙税とペナルティ（もしあれば）の賦

課を得ること。 
(b) 賦課に基づき、電子送金等により印紙税およびペナル

ティがある場合にはその支払いを行うこと。 
(c) 賦課に関する印紙税証明書を取得すること、または 
(d) 印紙税の裏書を得ること。 

 
改正案 
電子媒体を拡大して、登録者が以下を行えるようにするこ

とが提案された。 
 
(a) 印紙税徴収官から賦課価の見直しを受けることがで

きる（不服申し立てを行うことにより）。 
(b) 以下の場合、支払った印紙税の還付を受けることが

できる。 
 破損・誤用した印紙税。  
 印紙税徴収官による貧困を理由とした救済措置。 
 取り消された、無効化した、または実行されていな

い契約または合意。  
 裁判所命令による還付、または  
 省令による免除、軽減、減免。 

 
発効：2022年1月1日 
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              ラブアン事業活動税 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ラブアン法人が支払うべき税金に対する取締役の責任の

導入 
 
現在、1990年ラブアン事業活動税法（LBATA）は、LBATA
の目的のためにラブアン企業によって、またはラブアン

企業を代表して行うことが要求されるすべての行為およ

び事項を行うために、連帯してまたは個別に責任を負う

役員を規定している。LBATAは、これらの役員にラブア

ン法人の未払いの税金を支払う個人的な責任を課すもの

ではない。 

 

改正案 

上記のLBATAに基づくラブアン法人のコンプライアンス

に責任を持つ役員に関する既存の規定に関連して、ラブ

アン法人の居住者である取締役は、当該居住者である取

締役の任期中にLBATAに基づいて当該法人が納付すべき

税金について連帯してまたはこべつに責任を負うことを

規定する新しい規定が導入される。また、居住者である

取締役に対しては、民事訴訟によりこれらの納付すべき

税金を回収するための措置をとることができる。  

 

また、「取締役(director)」という用語を、以下の者を意

味するものと定義することを提案する。 

 

(a) 会社の事業の管理に関与している者を含む、名称の

如何を問わず、取締役の地位を占めている者、およ

び  
(b) 自ら、または1人以上の関連者と共に、会社の普通株

式資本の20%以上を所有しているか、直接または他

の会社を介して、あるいはその他の間接的な手段に

よって支配することができる者。  
 
上記の定義の目的のために、「関連者」という用語は、

ある人との関係において、以下を意味すると定義され

る。 

 
(a) その人との間に次のような関係がある場合、つま

り、夫や妻、親やその上の代、子やその下の代、兄

弟、姉妹、パートナーなど。 

(b) 本定義の(a)項に記載されている者、またはその親類

について、それらの者の生死を問わず、それらの者

が贈与した財産の信託を受けた受託者。 

(c) その者が、信託の対象となっている、または死亡し

た者の遺産の一部となっている会社の株式または債

務に権益を有する場合、それに権益を有する他のす

べての者。 

 
発効：2022年1月1日 
 
 

1967年所得税法における知的財産権（IPR）所得の課税  
 
現行では、賦課年度の基準期間において大臣が規則で定

めた実体要件に適合するラブアン事業活動（ラブアン取

引活動またはラブアン非取引活動）を行うラブアン法人

がIPRから得た所得は、1967年所得税法に基づいて課税

される。 
 
LBATAは賦課年度2020年から改正され、ラブアン事業活

動を行うラブアン法人が実体要件を遵守していない場

合、LBATAに基づく賦課年度の課税対象利益に対して

24％の税率で課税されることが規定された。しかし、そ

のようなラブアン法人が知的財産権から得た所得がある

場合、1967年所得税法に基づく課税を明確にするための

LBATAへの対応する改正は行われなかった。  
 
改正案 

LBATAの実体要件を満たさないラブアン法人がIPRから得

た所得も、1967年の所得税法で課税されることを 

提案する。  
 
発効：2019年1月1日 
 

コメント  
上記の改正案は、2019 年 1 月 1 日から遡って適用され
ます。ラブアンで事業活動を行っているラブアン法人
で、実体要件を遵守していない場合、知的財産権から派
生する所得はラブアン申告から切り離され、1967 年所得
税法に基づいて課税されるため、1967 年所得税法に基づ
く所得税申告書の提出要件を再検討する必要があるかも
しれない。LBATA に基づいて提出された申告書の修正が
必要になるかもしれない。 
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非取引活動を行うラブアン法人の利益申告義務 
 
賦課年度2020年より、ラブアン事業活動（取引および非

取引活動）を行うラブアン法人が、賦課年度の基準期間

において大臣が規則で定めた実体要件を満たさなかった

場合、LBATAの賦課年度の課税対象利益（すなわち、当

該ラブアン事業活動に関する監査済み決算に反映された

純利益）に対して24%の税率で課税される。このような

ラブアン法人は、所定のフォームLE1（CP51A - Pin. 
1/2020）によって、賦課年度の利益申告書を正式に署名

された監査報告書とともに提出する必要がある。 
 
しかし、現在の法律では、ラブアン非取引活動であるラ

ブアン事業活動を行っているラブアン法人は、IRB長官

に法定宣誓書（フォームLE5）を提出するだけでよいこ

とになっている。これを怠った場合は、100万リンギッ

ト以下の罰金または2年以下の懲役、またはその両方が

科せられる。実体要件を遵守していないラブアン事業活

動を行うラブアン法人がフォームLE1を提出する必要性

については、法律では規定されていない。 
 
改正案 
(a) 法定宣誓書（フォームLE5）の提出に加えて、ラブア

ン非取引活動であるラブアン事業活動を行っている

ラブアン法人は、賦課年度の基準期間について大臣

が規則で定めた実体要件を満たしているかどうかに

かかわらず、賦課年度の開始から3ヶ月以内（または

長官が許可する延長期間）に利益申告書（フォーム

LE1）を提出することが求められる。 

 
(b) 上記に従わない場合、100万リンギット以下の罰

金、2年以下の懲役、またはその両方が科せられる。 

 
発効：(a) 賦課年度 2022年  
 (b) 2022年1月1日 
 
 

ラブアンの非取引活動を行うラブアン法人による納税 
 
現在、LBATAには、実体要件を満たしていないラブアン

非取引活動を行っているラブアン法人が課税対象となる

場合に、納税を義務付ける規定はない。  

 

改正案 

ラブアンで非取引活動を行っているラブアン法人は、法

定宣誓書と賦課年度の利益申告書を提出する必要がある

という改正案に沿って、当該ラブアン法人は、法定宣誓

書と利益申告書の提出時に、賦課年度の税金があれば、

その全額を支払う義務があるとしている。 
 
発効：賦課年度2022年 
 
 

非取引活動を行うラブアン法人の基準期間の指示 
 
現在、IRB 長官は、ラブアン取引活動を行うラブアン法

人が賦課年度の基準期間を持たない場合、その基準期間

を指示することができる。 
 
改正案 

賦課年度の基準期間を持たない場合に賦課年度の基準期

間を指示する IRB 長官の権限は、ラブアン非取引活動を

行うラブアン法人にも拡大される。  
 
発効：賦課年度 2020 年 
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                                 石油所得税   

賦課に対する不服申し立ての制限 
 
現在、1967年石油（所得税）法第38条1項または第39A条
に基づいて行われたとみなされる賦課について、課税対

象者が不服を申し立てることは制限されていない。  

 

改正案 

1967年石油（所得税）法第38条(1)項または第39A条に基

づいて行われた賦課については、第71B条に基づいて発

行されたパブリック・ルーリングや、賦課が行われた時

点で一般的に行われていたIRB長官の慣行に不服がある

場合にのみ、課税対象者は不服を申し立てることができ

ると提案された。  

 

発効：2022年1月1日 
 
 

大臣による免除の権限 
 
現在、大臣は法定命令により、すべての課税対象者に対

して、1967 年石油（所得税）法のすべての規定または一

部の規定を、全般的にまたは特定の種類の所得に関して

免除することができる。法定命令は国会下院での審議が

必要である。  
 

改正案 

新たに第 65C 条(1A)を導入し、大臣が特定の場合に、課

税対象者に対して、196 年石油（所得税）法のすべての

規定または一部の規定を、全般的に、または特定の種類

の所得もしくは特定の種類の所得のクラスに関して免除

する権限を与えることが提案された。  
 
発効：2022 年 1 月 1 日 
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所得税特別調査官（SCIT）への申立ての所定書式による

提出 
 
現在、以下の申立てに対するIRB長官の決定に不服があ

る者は、SCITに申立てを転送するようIRB長官に書面で要

請することができる。 
 
(a) 非課税の場合の申立て  
(b) 誤りや過失に関する申立て  
(c) 誤りや過失以外に関する申立て  
 
改正案 

このような要請は、所定書式に正しく記入したものを

IRB長官に提出することで行うことが提案された。 
 
Note 
同様の規定を1967年石油（所得税）法にも規定すること

が提案された。 

 
発効：2022年1月1日 
 

財務諸表に基づく税務申告書の提出  
 
現在、2016年会社法に従って作成された財務諸表に基づ

いて税務申告書を提出することが求められているのは、

会社のみである。  

 

改正案 

また、有限責任パートナーシップ、信託団体、協同組合

についても、成文法令に基づいて作成された財務諸表に

基づいて納税申告を行うことが提案された。  

  

発効：賦課年度2022年 
 

所定の書式による住所変更の通知 
 
現在、IRB長官への住所変更の通知は、1967年所得税法

と1967年石油（所得税）法に基づき、住所変更から3ヶ
月以内に書面で通知することになっている。 

 

改正案 

IRB長官への住所変更の通知は、所定の書式で行うこと

が提案された。  

 

発効：2022 年 1 月 1 日 

納税者番号（TIN）の導入について  
 
改正案 

1967年所得税法に新たに66A条を導入し、IRB長官が以下

に該当するいかなる人物にもTINを割り当てる権限を与

えることが提案された。  

 

(a) 1967年所得税法に基づく課税対象者である者。  

(b) 1967年所得税法に基づいて納税申告書の提出を求め

られている者、または  

(c) 18歳以上の国民。  
 
2022年1月1日以前に税務照会番号を付与された人は、

TINを付与されたとみなされ、その照会番号がその人の

TINとなる。  
 
また、IRB長官によって割り当てられたTINは、不動産譲

渡益税と印紙税の目的でも使用されることが提案され

た。  
 
発効：2022年1月1日  
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IRB 長官による銀行口座情報の請求権  
 
現在、1967年所得税法では、政府は民事訴訟によっ

て、納付すべき税金を政府に対する債務として回収

することができる。  

 

改正案 

1967年所得税法第106A条が導入され、差押え申請の

目的で、納税者の銀行口座情報を特定の期間内に提

供するよう金融機関に要求する権限がDGIRに与えら

れた。  

 

金融機関は、その要求があったことを何人にも開示

してはならない。  

 

金融機関が指定された期限までに情報を提供しない

場合、またはその要求を何者かに開示した場合、金

融機関は犯罪を犯したことになり、有罪判決を受け

た場合はRM200以上RM20,000以下の罰金、または6ヶ
月以下の禁固刑、またはその両方を科せられる。 

 
本案の金融機関とは  

(a) 2013年金融サービス法に基づき、マレーシアで銀

行業務を行うことを許可された者。  
(b) 2013年イスラム金融サービス法に基づき、マレー

シアでイスラム銀行業務を行うことを認可された

者、または  

(c) 2002年開発金融機関法に基づいて規定された開発

金融機関。  
 
発効：2022年1月1日  
 

 

投資信託が投資家に分配する際の非課税措置の見直し  
 
1967年所得税法第61条1A項によれば、投資信託の投資家

は、ある年に投資信託が分配した所得について投資家持

ち分割合に応じて課税されると規定されている。  しか

し、投資信託が分配している所得が非課税所得からのも

のである場合、61A条で課税を免除されている不動産投

資信託や不動産信託の場合を除き、非課税所得からの分

配は投資家には課税されない。 
 
改正案 

上記の免税措置は、リテール・マネー・マーケット・フ

ァンド（RMMF）による分配金のうち、マレーシアに由

来し、投資家が個人ではないRMMFに入金/支払される利

息収入に関連するものは除外される。   
 
発効：2022年1月1日 
 
コメント 
この改正案は、1967 年所得税法 Schedule 6 の Paragraph 
35A に規定されている利息収入の免除（RMMF の銀行預
金からの利息収入）を受けるために RMMF に投資する個
人以外を除外することを意図している。この変更は、企
業や機関投資家による積極的な節税の仕組みを回避する
ためのもので、これらの投資家は、投資の仕組みに
RMMF を介さなければ、認可銀行に預けた預金からの利
息に課税されていたはずである。 
 
2022 年 1 月 1 日という発効日は、RMMF が利息を獲得し
た日に適用されるのか、RMMF による分配日に適用され
るのかが不明である。RMMF は銀行預金からの利息を区
別する必要があり、分配が行われる際に、投資家が分配
金のうちどれだけが銀行預金に関連し、どれだけが恐ら
く非課税であるノンバンク預金に関連しているかを認識
できるようにする必要があるため、事務的には、これは
運営上の課題となる可能性があり得る。 
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RMMF が個人以外の投資家に分配する際の源泉税  
 
改正案 

1967年所得税法第109DA条が新たに導入され、RMMFに関する投

資信託の分配に関わる源泉税の仕組みが規定される。この源泉

税は、RMMFの分配金のうち、1967年所得税法Schedule 6の
Paragraph 35Aで免除された利息（マレーシアの認可銀行および

イスラム銀行からの利息収入）に関する部分にのみ適用され

る。 

 

投資家が個人ではない場合、分配金のうち、Schedule 6の
Paragraph 35Aで免除されている所得に関する部分に24％の源泉

税が課される。この源泉税は、投資家への分配が行われた後、1
ヶ月以内に内国歳入庁に支払う必要がある。上記の規定を守ら

なかった場合、未払いの源泉税の額に対して10％の延滞ペナル

ティが発生する。 

 

個人以外の投資家が税務上の居住者である場合、投資家は投資

家の支払うべき税金に対して源泉税の税額控除を請求すること

ができる。個人以外の投資家が非居住者の場合、24％の源泉税

が最終的な税金となる。   

 
発効：2022年1月1日 
 
コメント 
提案されている源泉税は、RMMF の管理を確実に複雑にしてい
る。  RMMF は、マレーシアの認可銀行からの利息とその他の利
息を分別しなければならないだけでなく、投資家が個人か個人
以外かを判断する必要がある。これは、受益者が投資信託側か
ら見えないノミニー構造で保有されている場合に問題となる可
能性がある。 
 
非居住者投資家がマレーシアの認可銀行に直接預金していた場
合、Schedule 6 の Paragraph 33 に基づき、利息収入は非課税とな
るため、非居住者投資家にとって RMMF は税務的に不利な商品
となる。RMMF を通じて投資したことにより、この新しい源泉
税の仕組みの結果、分配金は課税対象となる。この改正によ
り、非居住者の投資家はマレーシアの認可銀行に投資を行おう
とし、投資先として RMMF を避けるようになると思われる。 
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International Tax Review Asia Tax Awards 2021 受賞 

先日発表されたInternational Tax Review(“ITR”)誌のAsia Tax Awards 2021において、デロイトマレーシアは、2
つの賞を受賞致しました。 
 
マレーシアタックスファーム・オブ・ザ・イヤーの受賞は、過去5年間の中で4回目です。そしてマレーシ

ア移転価格ファーム・オブ・ザ・イヤーも2年連続で受賞しました。これらの成果は、デロイトの税務と移

転価格の分野における長年の経験と実績を示すものです。デロイトの税務部門が一貫して達成してきた高

い水準は、すべてのビジネス分野で全員が協力して働くという、事務所全体の強力なサポートによって可

能になっています。 
 
ITR Asia Tax Awardsは、アジア太平洋地域で卓越した実績を示した税務専門家およびファームを表彰するも

のです。 受賞者は税務専門家の意見と、ファームのベストワークに基づくクライアントからの評価を組み

合わせた徹底的な審査プロセスを経て決定されます。これらの基準には、税務問題の解決で実証されたイ

ノベーションのレベル、プロジェクトの複雑さ、及びクライアントへの全体的なインパクトが含まれま

す。 
 
私共はこの受賞を大変ありがたく光栄に存じます。皆さまから頂いたアドバイザーやパートナーとしての

信頼に感謝いたします。困難な時期ではありますが、今後とも皆さまとのパートナー関係を深められます

よう、何卒宜しくお願い申し上げます。 
 
受賞記念の一環として、私共は1.5日間のウェビナーを開催致します。弊社の専門家が、レジリエンスの構

築  に向け詳細な分析、議論、検討致します。  
 
以下のリンクから必要事項を記入の上ご登録ください。 
To register your interest, please click here and we look forward to meeting you all virtually.   
 
  

https://www2.deloitte.com/my/en/pages/tax/articles/deloitte-taxmax-2021.html
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